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老朽危険空き家補助事業に関する相談先 各市町担当課 Ｐ２４～２５

空家法に基づく措置についての相談先 各市町担当課 Ｐ２４～２５

　空き家を必ず利活用しなくてはならないわけでもありませんし、空き家のまま保管していても構い

ません。ただし、維持管理は行う必要があります。

空き家は利活用しなければならないのでしょうか？　Q1

　たとえ親（所有者）が認知症であっても、所有者以外の意思で空き家を売却することはできませ

ん。成年後見人制度を活用し、親（所有者）自身が必要となる費用（老人ホームの入居費用等）のため

に売却する、といった理由が必要になります。

親（所有者）が認知症でも空き家の売却はできますか？Q2

　個人間取引は可能ですが、所有権があいまいなため、リスクを伴います。トラブルを回避するために

も事前に次の登記をしてから売買を行ってください。登記はいつでも行うことができます。

未登記の空き家でも売買できますか？Q3

　空き家の一部のみを除却する工事が補助対象となるか否かについては、市町ごとに取扱いが異な

りますので、各市町の担当課にご確認ください。

補助制度を利用して建物を解体したいのですが、一部を倉庫として残せますか？Q4

　相続放棄を行ったとしても、管理義務が直ちになくなるわけではありません。その放棄によって相

続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで（他の相続人が管理することが決定し

た、相続財産管理人が決定した、等）は、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管

理を継続しなければなりません。

相続を放棄した場合、空き家の管理責任はなくなりますか？Q5

　本人の敷地内でも、隣の家の樹木（所有物）を勝手に伐採することはできません。隣の空き家の所

有者の方に伐採を依頼するか、伐採をしてくれないとき、または所有者がわからないときは、各市町

の担当課にご相談ください。

隣の空き家から樹木が越境してきています。枝を伐採してよいのでしょうか？Q6

登記の種類 記載内容 必要性
代理手続き可能

な資格

 建物表題登記
建物の所在、家屋番号、
構造、用途、床面積 等

義務 土地家屋調査士 等

所有権保存登記 所有者の権利関係
任意だが、銀行の融資
を受けるには必要

司法書士 等

空き家バンク登録

空き家改修等補助事業

老朽危険空き家除却支援事業

空き家相談員制度

空家法全般

空き家バンク登録

老朽危険空き家除却支援事業

空き家相談会

空家法全般

離島移住促進事業 0877-24-8809

空き家バンク登録

空き家改修等補助事業

老朽危険空き家除却支援事業

空家等管理事業者登録・紹介制度

空き家相談

空家法全般

空き家バンク登録 0877-63-6303

老朽危険空き家除却支援事業 0877-63-6313

空家法全般 0877-63-6307

空き家バンク登録 087-894-111２

空き家改修等補助事業 087-894-1113

老朽危険空き家除却支援事業

空家法全般

空き家バンク登録

空き家改修等補助事業

老朽危険空き家除却補助事業

空家法全般

空き家バンク登録

空き家改修等補助事業

空き家バンク住宅・家賃等補助事業

空家法全般

老朽危険空き家除却支援事業

空家等見守り活動支援事業

空家等管理事業者登録制度

創業支援事業 0875-73-3012

三豊市

善通寺市

0875-73-3044

さぬき市

東かがわ市

0875-73-3011

電話番号担当業務

0877-44-5001

087-839-2555

0877-35-7613

0877-44-5009

0879-26-1276

087-894-1119

0879-26-1302

丸亀市

各市町

高松市

坂出市

安心あんぜん住宅事業 087-839-2136

香川県・各市町連絡窓口一覧表７　Ｑ＆Ａ

23 24

空き家バンク登録

空き家改修等補助事業

老朽危険空き家除却支援事業

空家法全般

観音寺市

0875-23-7803

企画課

住民環境課

生活環境課

政策課

建築住宅課

環境課

政策課

都市整備課

産業政策課

建築住宅課

地域戦略課

政策課

共働課

生活環境課

建設課

担当部署

地域創生課

都市計画課住宅・
まちづくり推進室

くらし安全安心課

都市計画課

ふるさと活力創生課

地域支援課 0875-23-3949



香川県 土木部 住宅課
住生活企画グループ

・県による空き家対策支援
・空き家利活用サポートチーム
・新たな住宅セーフティネット制度

087-832-3583

087-832-3125

香川県 相談内容 連絡先

香川県 政策部 地域活力推進課
地域活性化・移住促進グループ

かがわ住まいネット

関係団体連絡窓口一覧表香川県・各市町連絡窓口一覧表

25 26

0877-33-1112

087-892-2020

087-８91-3307

0879-82-7011

087-891-3320

0877-73-0107

0877-33-1112

0877-33-1116

0877-73-0122

087-876-5577

0877-49-8012

0877-75-6711

0877-75-6708

0877-49-8009

建設課

土木建設課

住まい政策課

地域活性課

まちづくり課

まちづくり観光課

建設土地改良課

建設課

政策観光課

地域振興課

総務課

地域整備課

地域整備課

企画防災課

公益社団法人　
香川県宅地建物取引業協会

公益社団法人　
全日本不動産協会香川県本部

一般社団法人
香川県総合建設センター

一般社団法人　
香川県建設業協会（建築部会）

香川県建設労働組合

一般社団法人　
香川県建築士会

一般社団法人　
香川県建築士事務所協会

香川県行政書士会

香川県司法書士会

香川県弁護士会

香川県土地家屋調査士会

公益社団法人
香川県不動産鑑定士協会

空き家の
売却・賃貸

空き家の
売却・賃貸

空き家の利活用
（転用・リフォーム）

空き家の利活用
（転用・リフォーム）

空き家の利活用
（転用・リフォーム）

空き家の利活用
（転用・リフォーム）

空き家の利活用
（転用・リフォーム）

相続

相続・登記

空き家に関する
法律業務全般
相続

土地の境界
登記

不動産鑑定

【不動産無料相談】（予約不要）
■香川県不動産会館4階会議室
　毎週金曜日 午後1時～午後3時30分
■丸亀市役所
　毎月第1・3金曜日 午後1時～午後3時30分

【不動産無料相談会】（要予約）
　毎月第3火曜日（祝日の場合、別日）
　午後1時～午後3時

【耐震相談窓口】（予約不要）
【かがわマイホーム相談窓口】（電話相談）
　毎週月水金 午前10時～午後4時
■香川県総合建設センター

【耐震診断・耐震補強工事・住宅リフォーム
 相談窓口】（要予約）
　月曜日～金曜日 午前9時～午後4時　

空き家バンクへの登録に関する相談対応、
現地調査、助言を行います。

【苦情解決業務】（要予約）
　毎月第1・3水曜日　
　午後1時30分～午後3時30分

【定期無料相談会】（予約不要）
■高松市役所 市民相談コーナー
　毎月第1・第3金曜日 午前9時～12時
■丸亀市役所 2階
　毎月第3木曜日 午前9時～12時

【無料相談会】（要予約）
■東相談センター（県東地域・高松）
　毎月第2土曜日　午後1時～午後4時
■西相談センター（県西地域・丸亀）
　毎月第3土曜日　午後1時～午後4時
■しま相談センター（小豆島地域）
　※開催日についてはお問い合せください。

【有料法律相談】（要予約）
■香川県弁護士会館　
　毎週月・水・金曜日 午後1時～午後4時20分
■香川県弁護士会丸亀事務室
　随時

【無料法律相談】（要予約）
　高松市役所市民相談コーナー
　丸亀市保健福祉センター
　三豊市社会福祉協議会
　小豆島 法律相談
　（詳細は左記にお問い合わせください） 

【無料相談会】（予約不要）
■高松市役所　市民相談コーナー
　毎月第1・第3金曜日　午後1時～4時

（他にも各地で相談会を開催しています。）

【無料相談会】（予約不要）

　毎年4・10月に開催しています。

（対応業務ごとに五十音順）

087-823-2300

087-868-6701

087-862-3691
（耐震）
087-887-7795
（マイホーム相談）

087-822-2322

087-866-4722

087-833-5377

087-812-3201

087-866-1121

087-821-5701

087-822-3693
（高松）

0877-22-6713
（丸亀）

087-821-1836

087-822-8785

空き家バンク登録

空き家改修等補助事業

老朽危険空き家除却支援事業

空家法全般

空き家バンク登録

空き家改修等補助事業

老朽危険空き家除却支援事業

空き家等除却事業

空家法全般

空き家バンク登録

空き家改修等補助事業

空き家バンク登録

空き家改修等補助

起業促進・空き家改修等補助事業

老朽危険空き家除却支援事業

空家法全般

空き家バンク登録

空き家改修等補助事業

老朽危険空き家除却支援事業

空家法全般

空き家バンク登録

空き家改修等補助事業

老朽危険空き家除却支援事業

空家法全般

空き家バンク登録

空き家改修等補助事業

空き家等を活用した地域創生事業

老朽危険空き家除却支援事業

空家法全般

空き家バンク登録

空き家改修等補助事業

老朽危険空き家除却支援事業

空家法全般

直島町

まんのう町

多度津町

琴平町

綾川町

宇多津町

三木町

小豆島町

団体名 連絡先
（電話番号）

備考空き家に関する
主な対応業務

（いいまち推進室）

電話番号担当業務各市町 担当部署


